
号

外

一�
平

成
二
十
五
年

三

月
三
十
一
日

本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

目

次

条

例

○
岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

税

務

課)

二
ペ
ー
ジ

◇
岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
三
一
号)

一

不
動
産
取
得
税

１

次
の
と
お
り
課
税
標
準
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
延
長

す
る
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
七
条
関
係)

一�
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
に
規
定
す
る
農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
基
づ
き
取
得
す
る

農
用
地
区
域
内
に
あ
る
土
地
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置

二�
一
定
の
特
定
目
的
会
社
が
資
産
流
動
化
計
画
に
基
づ
き
取
得
す
る
一
定
の
不
動
産
に
係

る
課
税
標
準
の
特
例
措
置

三�
信
託
会
社
等
が
投
資
信
託
の
引
受
け
に
よ
り
取
得
す
る
一
定
の
不
動
産
に
係
る
課
税
標

準
の
特
例
措
置

四�
一
定
の
投
資
法
人
が
取
得
す
る
一
定
の
不
動
産
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置

五�
都
市
再
生
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
が
認
定
計
画
に
基
づ
き
取
得
す
る
認

定
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置

六�
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
が
取
得
す
る
文
化
財
保
護
法
に
規
定
す
る
重
要
無

形
文
化
財
の
公
演
の
た
め
の
施
設
の
用
に
供
す
る
一
定
の
不
動
産
に
係
る
課
税
標
準
の
特

例
措
置

七�
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け

住
宅
で
あ
る
一
定
の
新
築
貸
家
住
宅
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置

２

農
業
協
同
組
合
等
が
農
業
近
代
化
資
金
等
の
貸
付
け
を
受
け
て
取
得
す
る
農
林
漁
業
経
営

の
近
代
化
又
は
合
理
化
の
た
め
の
共
同
利
用
施
設
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、

対
象
か
ら
食
品
の
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く
資

金
の
貸
付
け
を
受
け
て
当
該
施
設
を
取
得
す
る
場
合
を
除
外
し
た
上
、
そ
の
適
用
期
限
を
平
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翌
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三
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条

例

成
二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
七
条
関
係)

３

次
の
と
お
り
税
額
の
減
額
措
置
の
適
用
期
限
を
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
延
長
す
る

こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
七
条
の
四
関
係)

一�
心
身
障
害
者
を
多
数
雇
用
す
る
事
業
所
の
事
業
主
が
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す

る
法
律
に
規
定
す
る
助
成
金
等
の
支
給
を
受
け
て
取
得
す
る
一
定
の
事
業
の
用
に
供
す
る

施
設
に
係
る
税
額
の
減
額
措
置

二�
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け

住
宅
で
あ
る
一
定
の
新
築
貸
家
住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
の
取
得
に
係
る
税
額
の
減
額
措

置

４

次
の
と
お
り
特
例
措
置
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

一�
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
が
行
う
一
定
の
事
業
に
伴
う
仮
換
地
等
の
指
定
又
は

換
地
若
し
く
は
交
換
分
合
に
よ
り
取
得
す
る
土
地
に
係
る
特
例
措
置(

第
五
二
条
関
係)

二�
土
地
改
良
法
の
規
定
に
基
づ
き
土
地
を
取
得
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
者
が
取
得
す

る
一
定
の
換
地
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置(
附
則
第
七
条
関
係)

二

自
動
車
取
得
税

衝
突
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
を
装
備
し
た
自
動
車
に
係
る
自
動
車
取

得
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
の
適
用
対
象
に
、
車
両
総
重
量
が
五
ト
ン
を
超
え
る
一
定
の
乗

用
車
及
び
一
定
の
バ
ス
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
一
二
条
の
二
の
四
関
係)

三

狩
猟
税

鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
に
規

定
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
が
受
け
る
狩
猟
者
の
登
録
に
係
る
税
率
を
二
分
の
一
と
す
る
特
例
措

置
等
の
適
用
期
限
を
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
一
六

条
関
係)

四

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

五

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
十
一
号

岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
税
条
例(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
二
条
第
十
項
中｢(

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
が
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

法(

平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号)

附
則
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

行
う
旧
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
七
号

イ
の
事
業
又
は
旧
農
用
地
整
備
公
団
法(

昭
和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
三
号)

第
十
九
条
第
一
項
第
一

号
イ
の
事
業
を
含
む
。
第
五
十
八
条
の
八
に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
削
る
。

附
則
第
七
条
第
一
項
中｢

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

こ
の
項｣

を｢

こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で｣

に
、｢

平
成
二
十
五
年
三
月

三
十
一
日｣

を｢

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢(

宅
地
建
物
取
引
業

法
の
宅
地
又
は
建
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
削
り
、｢

平
成
二
十
五

年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
、
第
七
項
及
び
第

十
一
項
中｢

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
条

第
十
二
項
中｢

若
し
く
は
食
品
の
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法(

平
成
十
年
法

律
第
五
十
九
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
資
金
の
貸
付
け｣

を
削
り
、｢

平
成
二
十
五
年
三

月
三
十
一
日
ま
で｣

を｢

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間｣

に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
中｢

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

平
成

二
十
七
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
す
る
。

附
則
第
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
四
項
中｢

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

平
成
二
十
七
年

三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
七
項
中｢

次
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク｣

を｢

次
に
掲
げ
る
自
動
車｣

に
改

め
、｢

第
一
号｣
の
下
に｢

に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
、
第

二
号｣

を
加
え
、｢

第
二
号｣

を｢

第
三
号｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

附
則
第
四
条
の
六
第
八
項｣
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を｢
附
則
第
四
条
の
六
第
十
一
項｣

に
、｢

附
則
第
四
条
の
六
第
九
項｣

を｢

附
則
第
四
条
の
六
第
十

項｣
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中｢

附
則
第
四
条
の
六
第
八
項｣

を｢

附
則

第
四
条
の
六
第
十
一
項｣

に
、｢

制
動
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の

技
術
基
準(
次
号
に
お
い
て｢

制
動
装
置
保
安
基
準｣

と
い
う
。)｣

を｢

制
動
装
置
保
安
基
準｣

に
、

｢

附
則
第
四
条
の
六
第
九
項｣

を｢

附
則
第
四
条
の
六
第
十
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、

同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

車
両
総
重
量
が
五
ト
ン
を
超
え
る
乗
用
車(

施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
第
八
項
に
規
定
す
る

も
の
に
限
る
。)

又
は
バ
ス(
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
第
九
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。)

で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
七
日
以
降

に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
制
動
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他

の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準(

次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て｢

制
動
装
置
保
安
基
準｣

と
い
う
。)

で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
第
十
項
に
規
定
す
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の

附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
八
項
中｢

附
則
第
四
条
の
六
第
十
項｣

を｢

附
則
第
四
条
の
六
第
十
二

項｣

に
改
め
る
。

附
則
第
十
六
条
中｢

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改

め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

２

改
正
後
の
岐
阜
県
税
条
例(

以
下｢

新
条
例｣

と
い
う
。)

の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る

部
分
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日(

以
下｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し

て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不

動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

３

新
条
例
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取

得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て

課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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